
所有者不明土地法に関するヒアリング項目（回答様式　兼 報告様式）　


＜土地所有者の探索について＞
1 　所有者不明土地法の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成30年法律第49号、以下、「同法」という。）では、土地の所有者の探索の方法を具体的に規定するとともに（同法施行令第１条、同法施行規則第１～第３条）、土地所有者等関連情報の自治体内部での利用や、地域福利増進事業等を実施しようとする者への提供を可能としております（同法第４３条）。
これらの規定を踏まえ、自治体や事業者等が土地所有者を探索するに当たって、課題と考えられる制度見直し事項等がありましたら、具体的にご教示ください

　　
（回答欄）
	




＜地域福利増進事業について＞
地域福利増進事業の裁定が行われた件数は、令和８年３月末時点で５件にとどまっています。一方で、民法に基づく財産管理制度については、着実に申し立ての実績が伸びてきております。そこで以下の②③について回答をお願いします。
2 地域福利増進事業として実施できる事業は同法において列挙された事業に限定されておりますが（同法第２条第３項及び同法施行令第６条）、「地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われるもの」以外も含めて、地域福利増進事業として実施するニーズがあると考えられる事業がありましたら、ご教示ください。

　　
（回答欄）
	






3 地域福利増進事業の活用を検討するにあたって、課題となっている事項や使いづらい点及び制度の改善案がありましたら、具体的にご教示ください。

　　
（回答欄）
	



＜所有者不明土地対策計画について＞
4 所有者不明土地対策計画の策定に当たって、課題となっている事項及び制度の改善案等がありましたら具体的にご教示ください。

　
　（回答欄）
	




＜所有者不明土地の管理の適正化のための措置について＞
⑥ 所有者不明土地法において、所有者不明土地の管理の適正化のための措置として、勧告・命令・代執行（同法第38～40条）ができる旨が記載されておりますが、課題となっている点や使いづらい点等及び制度の改善案等があれば具体的にご教示ください。
　　

（回答欄）
	









＜所有者不明土地利用円滑化等推進法人について＞
⑦　所有者不明土地利用円滑化等推進法人（同法第47条）については、「特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は所有者不明土地の利用の円滑化等の推進を図る活動を行うことを目的とする会社」に限って指定を受けることができるものとしておりますが、これら以外の法人（共同組合や商工会議所等）で、所有者不明土地利用円滑化等推進法人として期待できる法人等があれば具体的にご教示ください。

（回答欄）
	



＜所有者不明土地等対策事業費補助金について＞
⑧　所有者不明土地等対策事業費補助金について、課題となっている点や使いづらい点等及び制度の改善案等があれば具体的にご教示ください。
　　
（回答欄）
	




＜その他＞
⑨　その他、同法上の手続に係る使いづらい点や改善点、所有者不明土地対策に係る課題及び制度の改善案等があれば、具体的にご教示ください。
　　
（回答欄）
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